
議案第４８号 

 

 

   財産の処分について 

 

 三次市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成

１６年三次市条例第２７７号）第３条の規定により，次のとおり財産を処分する

ことについて，市議会の議決を求める。 

 

 

  令和７年６月１３日提出 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志 

 

 

１ 売却する財産の所在，種目及び数量 

 ⑴ 土地 

所在 地目 面積（㎡） 

三次市三次町３６７番２ 宅地 ５，７８９.９４ 

三次市三次町３６７番４ 用悪水路 １４.００ 

三次市三次町３８１番２ 宅地 ６３４.８１ 

三次市三次町３８１番５ 宅地 ６，６７４.７６ 

三次市吉舎町吉舎字山下１５５０番３ 宅地 ６１０.７２ 

三次市吉舎町吉舎字山下１５６２番４ 宅地 ６，５４０.６４ 

三次市吉舎町吉舎字四日市８２４番１ 宅地 ７３６.５２ 

三次市吉舎町吉舎字四日市８２４番２ 宅地 ２７２.９５ 

三次市吉舎町吉舎字四日市８２４番３ 宅地 ４.５１ 

三次市吉舎町吉舎字四日市８２５番１ 宅地 ２，３３０.５０ 

三次市吉舎町吉舎字四日市８２５番４ 宅地 １６８.９１ 

三次市吉舎町吉舎字四日市８２５番６ 宅地 １０.１７ 

三次市三良坂町三良坂字和田１０２０番１ 宅地 ６，５０６.９５ 

三次市三良坂町三良坂字和田１０２０番７ 雑種地 １，０７４.００ 

三次市三良坂町三良坂字和田１０２０番１２ 雑種地 ５４９.００ 

 



 ⑵ 建物 

名称 所在 構造 床面積（㎡） 

寺戸定住促進

住宅 

三次市三次町３６

７番地２ 

鉄筋コンクリート造

陸屋根５階建ほか 
４，７７８.９２ 

寺戸第二定住

促進住宅 

三次市三次町３８

１番地５ 

鉄筋コンクリート造

陸屋根５階建ほか 
５，０３３.３８ 

吉舎定住促進

住宅 

三次市吉舎町吉舎

１５６２番地４ほ

か 

鉄筋コンクリート造

陸屋根５階建ほか ５，０８９.１４ 

三良坂定住促

進住宅 

三次市三良坂町三

良坂１０２０番地

１ 

鉄筋コンクリート造

陸屋根５階建ほか ５，１０６.７５ 

２ 売却目的 賃貸住宅等として売却 

３ 売却価格 金１０２，７８０，０３６円 

４ 売却の相手方 

  大阪府守口市寺内町一丁目１１番１９号 

   株式会社ホーム産業 

    代表取締役 林   陽二郎 

 


